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１ 狛江市の取り組み





















２ 川崎市の中長期対策







○ 参考資料
世田谷区 行政視察資料
「世田谷区立二子玉川公園あんない」
「帰真園」
「豪雨災害からわが家を守る」
「世田谷区豪雨対策行動計画」（平成３０（2018）年度～平成３３（2021）年度）
「せたがやグリーンインフラライブラリー」
「東京都下水道告示現況図」
「東京都豪雨対策基本方針 柳瀬川流域を対策強化流域に追加します」
「野川流域豪雨対策計画（改定）」
「雨水流出抑制施設設置のお願い～世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱の手引き～」
「雨水浸透ます・雨水タンクで雨を活かしましょう～世田谷区雨水浸透施設・雨水タンク設置助成のご案内～」
「世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップ（多摩川洪水版、内水氾濫・中小河川洪水版）」
「（仮称）世田谷区立二子玉川公園 基本設計説明書（抜粋）」



雨水流出抑制施設設置に関する基準比較（狛江市・世田谷区）について

雨水浸透施設や雨水貯留施設などの雨水流出抑制施設を設置することにより、雨水が

下水道及び河川に流出すること抑制し、都市型水害の軽減を図ることができるとともに、

地下水その他自然環境の保全及び回復に寄与することができます。

狛江市、世田谷区での雨水流出抑制施設設置に関する基準の比較は、下記のとおりで

す。

記

１．要綱名称 狛江市雨水流出抑制施設設置要綱

世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱

２．基準比較

※１ モデル地区（「用賀３、４丁目・上用賀地区」「鎌田１、２丁目地区」「上馬・弦

巻地区」「中町・上野毛地区」）は下段の値を使用する。

※２ 敷地面積 500 ㎡以上の場合は下段の値を利用する。

対象施設
狛江市 世田谷区 備考（野川流域豪雨

対策計画（改定））単位対策量（㎥／ha）

公
共
施
設

公立小中学校 500 1,000 500

公園
（3,000 ㎡以上）

500 1,000 500

公園
（1,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満）

500
700

又は 1，000 ※１
500

公園
（1,000 ㎡未満）

500 600 500

道路 500
500

又は 600 ※１
車道 290
歩道 200

その他 500 600 500

民
間
施
設

鉄道事業者又は高速道路事業
者が管理する施設

300
又は 500 ※２

300
300

又は 500※２
大規模民間施設
（敷地面積 500 ㎡以上）

500 600 500

小規模民間施設
（敷地面積 500 ㎡未満）

300 300 300

私道
300

又は 500 ※２
300

300
又は 500※２


